
 令和５年第１回東京都北区教育委員会定例会 

会 議 月 日 令和５年１月１２日（木）午後１時３０分 

開 催 場 所 北区教育委員会室 

出 席 委 員 教 育 長 清 正 浩 靖 委 員 本 間 正 江 

委 員 名 島 啓 太 委 員 齋 藤 邦 彦 

委 員 阿 良 田 由 紀 委 員 長 谷 川 み ど り 

事務局職員 教育振興部長 教育政策課長 

 学び未来課長 教育指導課長 

 子ども未来課長  

会議に付した議案並びに審査結果 

日程 議案番号 提 案 内 容 結果 

１ １号 
東京都北区いじめ問題対策委員会への意見聴取につい

て 
承認 

 

日程 報告事項 報 告 内 容 結果 

２ １号 
いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大

事態の調査結果について 
了承 

３ ２号 後援・共催事業について 了承 
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令和５年第１回東京都北区教育委員会定例会会議録 

令和５年１月１２日（木）１３：３０ 

清正教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清正教育長 

 

 

 

 

清正教育長 

 

 

 

 

 

 

 

清正教育長 

 

 

 

清正教育長 

 

 

 

教育政策課

長 

 

清正教育長 

 

教育政策課

それでは、出席委員が定足数に達していますので、会議は成立しています。これよ

り、令和５年第１回北区教育委員会定例会を開会いたします。 

初めに、日程第１、第 1 号議案「東京都北区いじめ問題対策委員会への意見聴取につ

いて」です。 

本件は個人情報を含む案件のため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４

条第７項ただし書の規定に基づき、非公開としたいと思いますが、ご異議はございませ

んでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、ただいまより会議を非公開とします。おそれ入りますが、傍聴の方はご退

席をお願いいたします。 

 

（非公開） 

 

次に、日程第２、報告第１号「いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大

事態の調査結果について」です。 

本件につきましても、個人情報を含む案件のため、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１４条第７項ただし書の規定に基づき、非公開としたいと思いますが、ご異

議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、本件につきましても非公開とさせていただきます。 

 

（非公開） 

 

ただいまより、会議を公開いたします。傍聴の方の入場を許可します。 

次に、日程第３、報告第２号「後援・共催事業について」、教育政策課長から説明を

お願いいたします。 

 

教育長 

 

 

教育政策課長 

 

それでは、報告第２号「後援・共催事業」に関する報告でございます。 
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長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清正教育長 

 

 

 

 

清正教育長 

 

 

１枚、おめくりください。 

今回、名義使用を承認した旨の報告は、１ページから６ページまで、合計１５件でご

ざいます。 

１件目でございますが、Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ Ｄｏｌｌｓ～友情人形～ ９５周年

記念「渋沢栄一が人形に託した思いとは」、歌で伝える歴史文化の会代表でございま

す。ほか１４件、お示しのとおりでございます。 

続きまして、６ページから９ページにかけまして、合計９件、事業実績報告をお示し

させていただきました。 

以上、ご報告とさせていただきます。 

 

説明、ありがとうございます。本件につきまして、ご質疑またはご意見はございます

でしょうか。 

 

（質疑・意見なし） 

 

それでは本件に関する報告は終了させていただきます。 

以上で本日の日程全てを終了いたしました。これをもちまして、令和５年第１回教育

委員会定例会を閉会いたします。 

 


